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人口・社会統計部会の審議状況について 

（国民生活基礎調査 第２回審議）（報告） 
 

項 目 課題に対する厚生労働省の対応状況 審 議 の 状 況 

前回答申における
課題への対応状況 
○本調査における
非標本誤差の縮小
に向けた更なる取
組について 

 
 
有識者で構成する「国民生活基

礎調査の非標本誤差の縮小に向け
た研究会」における検証・検討結果
等を踏まえ、以下のとおり対応 
 

 

 （１）本調査及
び国勢調査の調
査対象世帯に係
る属性等の比
較・検証 

ア 本調査と国勢調査の調査対象
世帯の属性等を比較・検証した
結果、都市部の単独・若年世帯の
捕捉率が低いという、従来から
推計数ベースで把握していたこ
とと同様の結果を確認 

◆第３回部会以降、引き続き審議 
第１回部会で整理・報告が求められた以下の事項に係る

調査実施者からの追加説明を踏まえて審議 
① 世帯主の年齢階級別の世帯の構成割合 
② 全国消費実態調査との所得分布等の比較結果 
③ 過去に行った推計方法の検証結果と採用に至らな
かった具体的理由 

④ 母子世帯の推計値が国勢調査結果と乖離する理由 
⑤ 世帯構造別の層と拡大乗数の考え方及び世帯類型
別に層化した拡大乗数の設定の余地 

⑥ 国勢調査結果との有業率の乖離の状況 

【委員等からの主な指摘・意見等】 
○ 国勢調査結果との乖離を縮小するという観点から
は、調査実施者の試算結果を見る限り、国勢調査結果
に基づき、層別にきめ細かな拡大乗数を用いた推計方
法を採用することが効果的と考える。 

○ 現行の推計方法に比べ、他の推計方法による試算結
果がさほど改善されていない、あるいはさほど違いが
ないとの理由で現行の推計方法が適当とするロジッ
クは理解し難い。結果がさほど変わらないのであれ
ば、国勢調査結果を用いた推計方法の方が、利用者に
も受け入れられやすいのではないか。現行の推計方法
により非標本誤差を小さくできるとの根拠は乏しく、
試算結果を見ても積極的に支持する根拠は薄いと考
える。 

○ 問題点を再確認できたのは良いが、あまりにも検討
に時間がかかり過ぎており、スピード感がない。これ
まで検討した努力と蓄積が無駄にならないよう、検討
のポイントを絞り込み、検討を加速すべき時期であ
り、次回部会までに、今後の改善に向けた明確なスケ
ジュールを提示すべき。 

○ 国勢調査結果に基づく拡大乗数を用いて推計した
高齢者世帯の世帯数と世帯人員について、世帯数は国
勢調査結果とほぼ一致するのに対し、世帯人員では乖
離が生じる理由を改めて説明してほしい。 

○ 高齢化の進展に伴い、施設に入所する高齢者も増加
している中、調査対象外の施設入所者の状況を説明し
てほしい（施設入所者のいる世帯の割合及び施設入所
者数の推移）。 

 

（２）本調査結
果及び国勢調査
結果の分布に係
る乖離の縮小に
向けた検討 

イ 無回答世帯の補正のため、こ
れまでに検証した幾つかの推計
方法により、調査年次を変えて
改めて試算したが、有効と考え
られる方法は見当たらず、推計
人口を用いた比推定により世帯
数と世帯人員を推計する現行の
推計方法が適当と判断 
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項 目 課題に対する厚生労働省の対応状況 審 議 の 状 況 

（３）回収率の
向上に向けた調
査方法の検討 

ウ 面接ができない世帯に対し、
2020 年に実施する簡易調査か
ら、従来の調査員による調査票
の回収を基本としつつ、調査票
提出期限までに調査員が面接し
て調査票を配布できない世帯を
対象として郵送回収を導入 

◆第３回部会以降、引き続き審議 

【委員等からの主な指摘】 
 ○ 単身世帯の増加等もあり、連絡が取れず、調査員の

負担も大きくなっている。調査員が混乱しないよう、
郵送回収の導入時期や実施方法等に関する調査実施
者としての方針を、早期に示すべき。 

 ○ 郵送回収の導入のみでは、若年層の回収率に大きな
改善効果は期待できないため、早期にオンライン調査
も導入すべき。 

○ 郵送回収の導入効果を確認できるよう、試験調査で
郵送回収された世帯の属性について説明してほしい。 

○ 世帯への訪問回数等について、調査員の創意工夫に
委ねている現状にあるとしても、調査員に負担が生じ
ているのであれば、調査実施者として明確な実施方針
を積極的に示すことが重要。 

 
※ 第１回（第 88回人口・社会統計部会）は平成 30 年 10 月 12日（金）に、第２回（第 91 回人口・社会統計部

会）は平成 30年 11月８日（木）に、第３回（第 93回人口・社会統計部会）は 11月 19日（月）に開催。第４
回（第 95回人口・社会統計部会）は 12月６日（木）に開催予定 



平成 30年 11月 19日 

厚生労働省世帯統計室 

 

 

これまでの部会審議を踏まえた今後の取組について 

 

 

 国民生活基礎調査においては、国民のプライバシー意識の高まり、オートロックマンシ

ョンの増加や都市部を中心とした若年単身層の捕捉が十分でないことなど、回収率の低下

から生じる非標本誤差の拡大が問題となっている。 

 また、現行の推計方法は、世帯属性を考慮していないため、国勢調査結果との世帯数の

乖離が指摘されている。 

こうした、課題に対応し、「非標本誤差の縮小」を図るため、調査方法及び推計方法につ

いて、別紙１「調査方法・推計方法の見直しに係るスケジュール（案）」に基づき、以下１

～３のとおり取り組むこととする。 

 また、全国消費実態調査の部会審議を踏まえ、以下４のとおり対応する。 

 

 

１ 郵送回収の導入 

2019年大規模調査から「面接不能世帯を対象とした郵送回収」について、一定の地

方公共団体を対象に前倒し導入する（別紙２参照）。また、円滑な調査の実施に向け、

地方公共団体への周知、連携を図るとともに、郵送回収の実施状況の検証や地方公共

団体の意見を踏まえ、必要な見直しを行う。 

 

２ 推計方法の見直し 

本調査と国勢調査の結果の乖離是正を図るため、推計方法の改善に向けた検討を加

速し、まず、これまでの検討で問題点が明確になった国勢調査の間の 4年間の推計方

法や所得の推計方法等の改善方策について、2020年末までに結論を得る。 

 

 ３ オンライン調査の導入 

１の郵送回収の導入に加え、更なる回収率の向上を図るため、調査の経路、時期、

調査票の再編等を含めたオンライン調査（スマートフォン対応を含む）の導入に向け

た工程表を 2019年の年央までに策定する。 

 

   ４ 調査事項の変更 

所得票について、2019年の大規模調査から全国消費実態調査と同様に、ＯＥＣＤの

所得定義の改定に準拠した調査事項に変更する。 
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